
            

            

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金の支払い方法について 

●現在は①現金払い又はデイサービスの口座振込、②口座引落しという方法でお支払をお願いしており、月ごとに利用

料金をまとめてご請求するようにしております。 

（利用→請求→支払いの流れについて） 

（例）4月ご利用分→5月 10日前後に請求書発行→5月末までに支払 

口座引落しの方は、金融機関指定日に引落し→翌月請求書発行時に併せて領収書がお手元に届くように手配します。 

 

東棟 介護保険デイサービスでの一日 

午前中は入浴支援や個別活動、昼食前に転倒予防体操と口腔体操を行っています。

個別活動では計算・漢字ドリル、川畑式脳活パズルなどを行っており、進捗具合に

応じて表彰するなどモチベーションアップにも取り組んでいます。特に脳活パズル

は楽しい中にも完成させたいという意欲が生まれ、集中力が増していると感じられ

ます。 
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東棟 デイサービス（介護保険サービス） 

今回のセンターだよりでは、皆さんに発行している利用料金の領収書に

ついてお伝えしたいと思います。領収書のご説明からご利用頂いており

ますサービスの理解が深まることを願っておりますが、お便りの内容だ

けでは不十分な点が多々あることと思います。サービスにつきまして、

ご不明な点がありましたらスタッフにお気軽にお問合せ下さい。 

住所 

利用者名 

利用された月が記載されます。 

○月分の利用料金の領収書ということを示

します。 

発行日は書類を作成した日付で、パ

ソコンソフトの都合で請求書と同

じとなります。 

送付先、宛名は基本的には利用者

様情報となりますが、申出により

記載変更もできます。赤枠の部分

は介護保険被保険者ＮＯ．が記載

され、宛先を変更している場合は、

利用者名も記載され、どなたの利

用分かが分かるようになります。 

利用された日が確認できるよう、カレンダ

ー表示を入れています。 

領収金額の欄に記載されている金額が

デイサービスにお支払頂いた金額です。 

利用者負担額は介護保険利用分の負担

割合分の金額が記載されます。 

個人利用料は食事代、時間外利用料など

保険の対象外の料金が記載されます。 

△日別入金額は分割支払い等された場

合に記載されます。 

超過額は保険適応の限度額を超えた分

に対する自己負担金額が記載されます。 

△調整額は、平成 12 年度以前の介護保

険制度前から利用されている方に関わ

る項目です。 

サンプル 

医療費控除対象金額 

月ごと、医療系のサービスと組み合わ

せてデイサービスをご利用された方

は、利用者負担金額分が確定申告時の

医療費控除の対象となります。 

介護保険分の利用内訳を記載して

います。利用されたサービス、加

算の内訳ですが、介護保険法の項

目名称のため分かりにくくなって

います。（介護度や利用時間の情報

が記号化されています。） 

＊サンプルは要介護 3 の方が月に

15 日ご利用された場合を表示し

ています。 

食事代金、時間外利用料金など介護

保険の対象外サービスの利用内訳

が記載されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金の支払い方法については、介護保険サービスと同様になります。 

 

西棟 障がい者デイサービスでの一日 

 ご利用頂いている方々は、年齢や障がいの状態も様々で 

すが皆さんお互いのことを思いやり、とても良い雰囲気で 

過ごして頂いております。送迎サービスと入浴支援サービ 

スを事業所の特徴として提供していことから、慌ただしい 

面もありますが「笑顔の一日」を過ごして頂けております。 

 生産性のある活動に取り組めない分、個々の目標を持ち 

スマイルポイントという形で活動の達成状況を表わすようにすることで、達成感も

感じられるようになりました。 

 

法人内研修会の報告 
先日法人研修会で日本女子大学の久田則夫先生に 

『チームで取り組む利用者支援』という内容で講義を 

して頂きました。ご利用者に対してはもちろんですが、 

一緒に働く職員間でもリスペクト、プラスの視点を 

持って接することが大切であることを学ばせて頂きました。学んだことは即実行し

虐待防止やハラスメント防止に活かしていきたいと思います。 

西棟 障がい者デイサービス（障害福祉サービス） 

利用者名 

利用された月が記載されます。 

○月分の利用料金の領収書という

ことを示します。 

利用された日が確認できるよ

う、カレンダー表示を入れてい

ます。 

右の領収額の欄に記載されて

いる金額がデイサービスにお

支払頂いた金額です。 

前月繰越額は月遅れ請求等利

用月前の未払い分が記載され

ます。 

負担額は介護給付という制度

上の費用のご利用者負担分

（下段表の①）が記載されま

す。 

日用品費は食費や日用品とし

てご負担頂く金額です。 

請求額は上記項目の合計金額

が記載されます。 

サンプル 

障害福祉サービス介護給付分の

内訳を記載しています。基本単価

や加算の内容が表示されます。 

総費用額がサービス費用として

事業所が徴収する金額となりま

す。 

①負担額がご利用者への（サービ

ス費用分の）請求額となります。 

＊サンプルは支援区分 4 の方が

月に 19 日ご利用された場合を表

示しています。 

障害福祉サービスの介護給付以

外の費用として請求させて頂く

金額で食費・日用品費が対象とな

ります。 

（食費は「食事提供体制加算」の

該当者と非該当者で金額が変わ

ります。） 

住 所 


